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地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

令和８年度年度計画 

 

 

地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第 26条の規定に基づき、神奈川県

知事の認可を受けた令和４年４月１日から令和９年３月 31 日までの５年間における

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「ＫＩＳＴＥＣ」という。）

の中期計画を達成するための令和８年度の業務運営に関する計画を以下のとおり定

める。 

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置 

１ 新たな成長産業を創出する研究開発 

大学等の有望な研究シーズを育成し企業等への技術移転につなげる「プロジ

ェクト研究」や、県の施策（脱炭素、ＡＩ・ＩｏＴ、ヘルスケア・未病など）

と密接に連係し、Society 5.0 やＳＤＧｓ等の将来的な社会的課題に対応する

「重点課題研究」を推進し、研究シーズと開発ニーズの双方向から研究成果の

創出とその社会還元に取り組む。研究分野としては、Society 5.0 が目指す社会

の実現やＳＤＧｓに貢献する産業界を支えるべく、ライフサイエンス、エネル

ギー、環境、新素材、ロボット、生産技術等を重視する。 

特に、ライフサイエンス分野の研究及び脱炭素社会実現に向けた出口戦略を

意識した研究開発を強化する。 

また、産業界の新たな成長分野を創出していくために、研究成果の活用を目

指して設立されたＫＩＳＴＥＣ発ベンチャー企業の活動も支援していく。 

【成果創出実績件数1】   令和８年度中 531 件 

【成果普及実績件数2】   令和８年度中  85 件 

 

(１) プロジェクト研究 

・ 大学等の有望な研究シーズを育成し、社会課題解決や県民生活の向上に

役立てるプロジェクト研究を推進する。 

・ ３段階ステージゲート方式（※１）に沿って、新規テーマの募集から、

ステップアップまで、適切な研究テーマの公募・採択、進捗管理を行う。 

・ 研究成果をＫＩＳＴＥＣのコア技術として活用していくため、研究シー

ズ段階から技術部との連携を図る。 

 
1 学会発表等件数・論文等掲載件数・特許出願等件数・評価新規メニュー数の合計 
2 橋渡し共同研究等件数・ライセンス契約等件数の合計 
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・ 殿町地区において蓄積してきたライフサイエンス研究基盤を活かして、

抗菌・抗ウイルスや未病改善、創薬・再生医療・細胞医療等に対応した製

品を評価するライフサイエンス評価法開発研究事業（※２）を開始する。 

※１ ３段階ステージゲート方式 

ア 戦略的研究シーズ育成事業（第１段階） 

・ 令和７年度戦略的研究シーズ育成事業（第１ステージ）として採択し、

令和８年度も継続して実施する以下の研究テーマについて支援を行う。 

 ① 準安定相境界を利用した新機能材料・デバイス開発 

  ② 身体直接駆動のための運動制御インタフェースの開発 

 ③ 分子・形態共変動解析による未病創薬研究基盤の創成 

・ 令和８年度戦略的研究シーズ育成事業として地域の社会課題解決への貢

献度や事業化を意識して採択した以下の研究テーマについて研究支援を行

う。 

 ④ （新規）流体振動による仕事を電力変換するリニア発電機の開発 

 ⑤ （新規）超微量・超高感度質量分析に向けたマイクロ流体技術の開発 

⑥ （新規）心不全線維化の評価・制御法の開発 

イ 有望シーズ展開事業（第２段階） 

・ 下記の研究テーマについて、実用化に向けた応用研究を実施する（第２

ステージ）。令和７年度に戦略的研究シーズ育成事業で実施した「内在性

因子による造血幹細胞増幅法の開発」をステップアップした、「造血幹細

胞医療革新」を新規テーマとして実施する。 

① 次世代合成生物基盤 

② 革新的インダストリアルマルチスケールセンサ 

③ 徐脈性不整脈の再生医療 

④ （新規）造血幹細胞医療革新 

ウ 実用化実証事業（第３段階） 

・ 下記の研究テーマについて、提案公募型の競争的資金の活用等により成

果展開を図る実用化研究を実施する（第３ステージ）。令和７年度に有望

シーズ展開事業で実施した「光スイッチ医療創出」をステップアップした、

「光スイッチ医療実証」を新規テーマとして実施する。 

① 人工細胞膜システム 

② 次世代半導体用エコマテリアル 

③ （新規）光スイッチ医療実証 

※２ ライフサイエンス評価法開発研究事業 

・ 「次世代ライフサイエンス技術開発」プロジェクトとして、研究成果の

社会還元を目指し、先進的技術や創薬のためのスクリーニング技術や評価

法の開発研究を実施する。研究テーマとしては、予防感染症評価、未病改

善評価、創薬・再生医療・細胞医療製品評価に取り組む。 
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・ 特に、殿町－羽田地域の大学、国等の研究機関と連携したＫＩＳＴＥＣ

バイオオープンラボを開設し、再生細胞医療・製品開発の事業支援機能を

強化する。 

(２) 重点課題研究 

・ 県の重点政策である脱炭素社会の実現に向けた研究課題の実施を通じて、

大学等の研究シーズとＫＩＳＴＥＣで実施する研究課題を融合した新技術

や新製品の共同開発を促進し、ＫＩＳＴＥＣの将来の強みとなる技術シー

ズと人材を育成する。 

・ 脱炭素化に資する新たな技術のシーズ育成として採択した以下の研究テ

ーマについて技術の実用化に向けた以下の応用研究を実施する。 

① 革新的なイオン液体型電池電解質材料の開発 

 また、技術の事業化・実用化支援に向けた以下の応用研究を実施する。 

② 無機導電材料のインシリコ設計・探索と創製 

③ 水素製造向け高効率ＡＥＭ型水電解セル実用化 

・ また、令和８年度は、「毛髪再生・バイオアッセイ」グループを新設し、

「毛髪再生医療実証」プロジェクト（令和７年度実用化実証事業終了）の

研究成果を活用した育毛剤等の効能の試験・評価を実施する。 

・ 自動車等関連の電磁ノイズ対策技術や半導体の実装技術などの各研究分

野での研究会活動等の活性化を図ることで、企業における新事業の展開に

つながる技術開発を推進する。 

 

２ 県内企業の競争力の強化を図る技術支援 

最新の試験計測機器を計画的に導入し、高度な技術とノウハウを駆使するこ

とで、企業が抱える技術的な課題に対し、最適な支援を提供する。具体的には、

製品開発における性能評価や品質確認、トラブル発生時の原因究明などをサポ

ートする。さらに、Ｗｅｂサイトと業務管理システムを有効活用し、顧客ニー

ズに合ったサービスを提供することで、顧客満足度の向上を目指す。また、利

用者データ管理及び支援業務管理の統合システム（User Relationship 

Management システム、以下ＵＲＭ）を活用し、利用履歴や支援内容等のデータ

を一元的に管理・分析することで、企業の利用状況や技術課題に応じた支援、

提案を行う。 

【新規利用者件数3】   令和８年度中 1,060 件 

【技術支援件数4】   令和８年度中 6,813 件 

 

(１) 技術相談 

 
3 技術支援の新規利用者数 
4 試験計測実施件数・技術開発受託件数の合計 
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・ ＵＲＭを活用し、技術相談の受付から対応内容、試験計測・技術開発等

の有料支援サービスの展開までを一体的に管理することで、対応状況の可

視化と迅速化を図る。 

・ 利用者データを適切に管理し、技術相談から有料の支援サービスに至る

企業の利用状況に応じた適切な技術情報を提供し、企業が抱える潜在的な

技術課題の顕在化を促し、課題解決に向けた支援を推進する。 

・ 技術部が参画する研究会等に加え、（公財）神奈川産業振興センターな

どの支援機関、地域の商工会、商工会議所、及び工業会等との連携を強化

し、技術交流会、見学会などを積極的に開催することで、支援の入り口と

なる無料技術相談の利用を促進する。 

(２) 試験計測・技術開発 

・ ＵＲＭを活用した業務の標準化・効率化を進め、職員の支援対応力の強

化を図るとともに、受付・手続きの簡素化により、利用者の利便性向上を

図る。 

・ 利用者データを適切に管理し、技術相談から有料の支援サービスに至る

企業の利用状況に応じた適切な技術情報を提供し、企業が抱える潜在的な

技術課題の顕在化を促し、課題解決に向けた支援を推進する。（再掲） 

・ 支援事例や保有設備の特徴を積極的に発信し、利用者にとって分かりや

すいサービスを提供することで、試験計測・技術開発サービスの利用拡大

を図る。特に、３ＤデジタイザやＸ線ＣＴ装置等で取得したデジタルデー

タを活用した評価機能の高度化に加え、熱伝導率測定装置等によるシミュ

レーションに必要な物性値の取得支援など、デジタル技術支援を推進する。 

・ 産業界の最新ニーズに対応できるよう支援メニューのスクラップ・アン

ド・ビルドを行う。また、ニーズの高い機器等を優先的に導入・更新する

とともに、機器の廃棄や設置環境の整備を積極的に進める。 

・ 試験計測機器の保守・更新、校正管理を適切に実施し、試験結果の信頼

性向上、維持に努める。 

・ 技術支援Ｗｅｂサイトのアクセス状況を通じて得る利用者動向や顧客満

足度に関するアンケート調査の結果に基づき、継続的なサービス改善に努

め、利用拡大を図る。 

 

３ 県内企業等の製品及びサービスの開発並びにそれらの事業化に係る支援 

県内企業が新しい製品やサービスを開発し、事業化を成功させるために、企

画の初期段階から外部の専門家（デザイナーなど）と連携し、開発の各段階に

応じた総合的な一貫支援を推進し、競争力の高い製品・サービスの創出を促進

する。特に、生成ＡＩ等の新技術活用を検討している企業に対しては、企業の

抱える具体的な課題の把握に努め、専門家の派遣等により課題にマッチした最

適な技術活用法を提案することで、新技術を活用した新しい製品やサービスの
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開発を支援する。 

【製品化事業化支援実績件数5】   令和８年度中 35 件 

 

(１) 開発の各段階に応じた総合的な一貫支援 

・ 中小企業等の新製品開発において、アイデア段階から事業計画策定、実

施まで、イノベーション創出を支援する伴走型支援を継続する。 

・ 製品開発の初期から、試作加工や性能評価等による課題解決策を提案し、

早期に事業性を見極め、開発速度や成功率の向上を目指した一貫支援を推

進する。 

・ 基礎研究の実績を活かした技術支援だけではなく、販路を見据えた商品

企画、ブランディングといった経営支援を組み合わせた総合支援を推進す

る。 

・ 多様化するデザイン専門領域からの助言・提案により、商品企画・開発

におけるデザイン課題を解決する。 

・ 特に、次世代ロボットや生成ＡＩ等新技術を活用した製品開発に対し、

顧客視点の事業デザインを取り入れるため、デザイナーや弁理士等の外部

専門家を活用し、新たなビジネスモデル創出を支援する。 

・ 市場調査やテストマーケティング支援を通じて、開発製品の市場性を検

証しながら総合支援を推進し、事業化の促進を図る。 

・ 自治体や他機関と連携して、中小企業への知財相談を推進する。 

・ 知的財産権に関する基礎知識の解説や、デジタル技術の浸透に伴って生

じる知財上の課題など新たな情報を提供するセミナーを、関連機関と連携

して開催するなど、特許・技術文献等の調査・活用支援を行う。 

・ 研究成果の社会実装を促進するため、ＫＩＳＴＥＣ発ベンチャー企業へ

の知財支援を継続する。 

・ 経営、技術、金融の連携を効果的に活用し、中小企業等への総合支援と

製品化・事業化の支援を促進する。 

 

(２) 成長分野への参入支援 

ア デジタル技術支援 

・ ＩｏＴや３Ｄ試作・加工技術等を活用し、試作開発の期間短縮支援、３

次元ＣＡＤ／ＣＡＥによる機械部品の設計・応力解析の活用等による支援、

及び工場の自動化や効率化へのデジタル技術支援等による効果的なデジタ

ルものづくりの支援を行う。 

・ 中小企業等に適した無線通信技術を実証できる環境を活用したロボット

等の開発支援を行うなど、無線通信やデジタル化に関する技術支援等を行

 
5 製品化件数・事業化支援事業実施件数・製品化支援事業実施件数の合計 
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うとともに、事例や知見を広く発信していくことで、中小企業等における

効果的なデジタル技術導入を促進する。 

・ 製品開発の企画段階におけるデジタルデータを用いた試作や生成ＡＩ等

新技術の活用、シミュレーション等を行える環境を活用し、事業化支援を

実施する。 

・ ＩｏＴ関連技術の普及・交流を促進する機会を提供することでＩｏＴ・

ＡＩ等のSociety 5.0やデジタル化への展開を見据えた技術開発活動の活発

化を図る。 

・ 生成ＡＩ等新たなデジタルツールの開発や導入を促すセミナーや講座は、

前年度実施した一連の研修の結果を踏まえ、カリキュラムの改訂や広報上

の表現を工夫した上で実施し、受講者層を広げ、ものづくりプロセスの変

革に取り組もうとするデジタル人材の育成をさらに進める。 

イ 事業化促進研究 

・ 新たな成長産業への参入を支援するため、ＡＩ、ロボット、カーボンニ

ュートラルやライフサイエンスなどの分野を対象として事業化・製品化が

見込める課題の共同開発研究を推進し、製品化や競争的研究費の獲得等に

よる付加価値創出の促進を図る。 

・ 職員の研究力をさらに強化し、解決策（ソリューション）提案機能の向

上を図る。ＫＩＳＴＥＣが有する技術・ノウハウ及びインフラを活用した

共同開発研究の実施により、企業による事業化・製品化を促進する。 

・ 技術移転コーディネーターによる伴走支援を活用して、中小企業と研究

者の連携を強化し、より実現性が高い開発課題に取り組み、競争的研究費

の獲得等への展開を加速し、事業化の促進を図る。 

ウ 新たな社会ニーズに対応した事業化支援 

・ 中小企業等に対し、ＫＩＳＴＥＣのものづくり機能や評価機能を活用し、

多様化する事業化ニーズにマッチした概念実証を支援することで開発早期

における事業化の可能性を評価し、新製品、新サービスの開発促進を支援

する。 

・ 社会ニーズに対応した新製品、新サービスの開発等に取り組む企業に対

して、試作・評価等、技術面を中心とした総合的な支援を実施する。 

・ 企業ニーズに応えて研究開発した評価法等を活用し、新技術や新製品の

性能評価サービスを提供することで、企業の製品開発を支援する。サービ

ス提供する評価法は、以下の３分野とする。 

① ライフサイエンス系性能評価 

② 太陽電池性能評価 

③ 高信頼性セラミックス評価 

・ ①においては、光触媒加工品をはじめとした抗かび製品等の性能評価方

法及び創薬・再生医療・細胞医療製品評価方法の提供に向けた取組を実施
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する。 

・ ②においては、新規太陽電池の発電性能推定法等新たな性能評価法の開

発に取り組む。 

・ ③においては、製造プロセスの可視化や機械的特性を支配する内部構造

を観測する新たな評価方法の標準化に取り組む。 

【デジタル技術支援件数】   令和８年度中 ８件 

 

４ イノベーションを推進する人材の育成 

ＳＤＧｓの実現に向け、新たな社会システムの構築や循環経済（サーキュラ

ーエコノミー）への転換など、社会課題の解決に必要な技術をテーマに研修、

講座を提供し、企業人材の育成を支援する。 

前年度より引き続き、生成ＡＩ等、急速に広がるデジタルテクノロジーをも

のづくりプロセスへ導入する際の技術課題を取り上げ、人材育成のためのカリ

キュラムをさらに充実させる。 

高品質のものづくりを先導する人材、先端領域の研究・開発を担う人材、次

世代の創造的な人材の３つの層を対象とする人材育成事業全般で、座学と実習

による対面開催を充実させ、実地でしか体験できない満足度の高い研修プログ

ラムを実施する。 

(１) 企業人材育成 

ア ものづくり中核人材育成 

・ 「機械・材料」、「電子」、「化学」、「情報・生産」等の分野におけ

る材料技術、設計技術、加工技術、解析・評価技術について、特に基礎を

重視した研修を行い、企業の開発、製造・加工に携わる人材の育成を図る。 

・ ものづくりのＤＸや製造工程へのＩｏＴ技術導入、ＡＩ技術等の活用に

関連した研修を、前年度受講者のアンケート結果等を踏まえて改訂し、企

業ニーズに即した形で実施する。 

・ 企業から要望の多い対面の実習型研修を実施する。ＫＩＳＴＥＣの技術

的蓄積を活かしたカリキュラムによる研修と技術支援等により、顧客増と

サービスの充実に取り組む。 

・ 神奈川県立産業技術短期大学校と連携し、ものづくりの技術に関する座

学と実習を組み合わせた研修を実施する。 

・ 生成ＡＩを活用した品質管理（ＱＣ）の手法などに関する新しい情報の

提供も含め、品質管理やＩＳＯ規格等の製造管理技術に関する研修を行い、

企業の生産管理に携わる人材の育成を図る。 

イ 研究開発人材育成 

・ 社会課題の解決に取り組む人材の育成を図るため、先端分野の研究や、

産業界の有望技術等にフォーカスした講座を大学や企業との共催等により

企画・実施する。 
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・ 重点４分野として設定した「Society 5.0」、「先進医療とウェルネス」、

「環境・エネルギー」、「新しいものづくり」の各領域における最新の開

発動向や技術課題を調査し、企業の人材育成支援に適したテーマを選出し

た上で、学会等とも連携しながら質の高い講座を実施する。 

・ 研究プロジェクトの成果展開の一環として、先端研究の成果を紹介する

講座を企画・実施する。 

・ 再生細胞医療に関連するテーマなど、次世代医療分野の講座を実施する。 

・ ＳＤＧｓに関連し、前年度企画したテーマの講座を継続して実施する。 

【新規人材研修講座等実施件数】   令和８年度中 ６件 

(２) 科学技術理解増進 

・ 「研究者・技術者等学校派遣事業（なるほど！体験出前教室）」の取組

を、適切な実施件数を維持しながら継続する。 

・ 学習支援の取組として、教職員を対象とする理科実験・工作教室等にも

のづくり技術に関連する取組を継続する。 

・ ＫＩＳＴＥＣの分析技術のエッセンスや疑似業務体験を取り入れたオリ

ジナル企画の理科実験教室を実施する。 

・ 「おもしろ科学体験」（「サイエンスかながわ」参画事業）は、前年度

の実施結果を踏まえ、新しい実験メニューを加えて拡充し、幅広い学齢層

が参加可能な形態で開催する。 

・ 県内高校生を対象とした科学イベントを新たに実施する。 

【理科実験室・イベント等実施件数6】  令和８年度中 111 件 

 

５ オープンイノベーション等を推進する連携交流 

神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会やかながわ産学公連携推進協議会をはじめ、包括連

携協定機関やその他連携機関等と交流・協力し、大学や中小企業等の技術シー

ズと技術ニーズのマッチング活動を活性化し、イノベーション創出の機会を企

業や大学等に提供する。 

県内中小企業を対象に、企業の技術課題や技術ニーズ及び、ロボットへの活

用が期待される優れた技術シーズを紹介する神奈川オープンイノベーション交

流会を介した技術マッチング活動を前年度に引き続き推進し、さがみロボット

産業特区の取組を促進する。 

【連携機会創出件数】    令和８年度中 40 件 

【技術情報オンライン提供件数】   令和８年度中 20 件 

 

(１) シーズ育成に向けた研究開発における連携交流 

・ 事業化促進研究や研究プロジェクト等の技術シーズを育成するため、引

 
6 理科実験室実施件数・科学イベント実施件数の合計 
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き続き、各研究機関・企業等と連携するためのコーディネート機能の充実

を図る。 

・ 様々な研究機関の研究者等との連携交流を推進するため、大学とのクロ

スアポイントメント等を活用する。 

・ 県内の理工系大学や支援機関等で組織するかながわ産学公連携推進協議

会と金融機関とが連携し、展示会等において、同協議会に参画する大学等

が有する優れた技術シーズとニーズ企業との技術マッチングイベントを開

催するなど、新たな連携交流機会の創出を図る。 

・ 株式会社ケイエスピー等の県内インキュベーション機関との連携を強化

し、ベンチャー企業等の創出・育成支援機能の充実を図る。 

(２) 企業のイノベーション創出を推進する技術支援・事業化支援における連

携交流 

・ かながわ産学公連携推進協議会に参加する県内理工系大学、経営支援機

関、金融機関等との交流や情報交換を推進し、中小企業等との連携機会の

創出や、コーディネート支援を継続する。 

・ 事業化を目指す企業等の技術シーズ・ニーズを吸い上げるため、令和６

年度より開始した神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会での「公設試活用に向けた見学

相談会」を実施するなどにより、企業に合わせた技術課題解決を支え、技

術者・研究者同士の意見交流を推進する。 

・ 県内中小企業を対象に、企業の技術課題や技術ニーズ及び、ロボットへ

の活用が期待される優れた技術シーズを紹介する神奈川オープンイノベー

ション交流会を介した技術マッチング活動を前年度に引き続き推進し、さ

がみロボット産業特区の取組を促進する。（再掲） 

・ 社会ニーズに対応した技術フォーラムを開催し、対面開催による交流や

オンラインでの技術情報提供等を推進するとともに、他機関との連携機会

を創出し、中小企業等の新規事業や新規分野への参入、技術課題等の解決

を後押しする。 

・ 首都圏テクノナレッジ・フリーウェイ（ＴＫＦ）等の活動を通じて近隣

都県の試験研究機関との連携を図るとともに、全国機関長協議会や地独公

設試連絡会議を通じた各地域との連携交流を推進する。 

・ 特に、各機関が実施する研究成果報告会等への職員相互参加やＴＫＦミ

ニインターシップの派遣・受入など、技術情報交換の場を活用して、他機

関との連携支援体制構築に向けた職員交流を促進する。 
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 効果的・効率的な組織運営 

(１) 組織の適応力の向上 

・ 社会ニーズの変化に即応し、課題への柔軟な対応や迅速な意思決定を図

るとともに、将来に向けた改革を推進するため、適時、組織の再編、組織

横断的な体制を構築する等、柔軟で機動力のある運営を行う。 

・ 必要に応じてプロジェクトチームを編成するほか、人員の状況に応じた

採用活動の適宜実施など、しなやかな組織運営に努める。 

(２) 経営資源の有効な活用 

・ 社会の変化に応じて継続的な業務の見直しを図るため、建物施設や研究

設備などの活用状況や効果を整理する。 

・ 限られた人的資源を有効活用し、付加価値の高いサービスを提供するた

めの改善に取り組み、競争力の強化を図る。 

・ 財源や人材の有効活用による適切な組織運営を進めるとともに、新たな

経営資源を生むためのサービスの提供などに取り組み、所内改革「運営か

ら経営に」を推進する。 

(３) 拠点と機能の強化 

・ 殿町支所をライフサイエンス系研究の拠点として、殿町地域に位置する

他機関との連携強化を継続する。特に、ＫＩＳＴＥＣバイオオープンラボ

を開設し再生細胞医療拠点の強化を図る。 

・ 中小企業のＲ＆Ｄセンターとしての機能を強化するための所内改革（４

つの戦略「研究力の向上」「分析・計測・標準機能の強化」「ソリューシ

ョン能力の拡充」「運営から経営に」）を実現する方策を検討し、具体的

な取組に着手する。 

 

２ 効果的・効率的な人事制度の運用 

(１) 職員の能力向上 

・ 人事評価制度について、社会情勢や組織の状況等に合わせ継続的に検証

を行い、適時、必要な改善を行う。 

・ 産業ニーズに対応した人材育成を目指し、他機関との人材交流等、職員

の能力向上に適した育成メニューの検討を継続的に実施する。 

・ 人事ローテーションを意識し、本部・支所の交流促進や、所属部間の兼

務なども含めた適材適所の人事異動を実施し、職員のキャリアアップを図

るとともに、法人としての総合力向上につなげる。 

・ 研修内容をより効果的なものとなるよう随時見直し、積極的な人材育成

を行う。 

・ 職員研修等については、内部研修とともに、外部機関の講師等を活用す

るなど、より効果的な職員の能力開発制度の構築・改善を継続する。 
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(２) 柔軟な職員の採用等 

・ 専門知識を有する職員の確保に向け、ＫＩＳＴＥＣでの法人説明会を開

催するとともに、学会や近隣大学等で行われる企業説明会への参加、技術

分野別のインターンシップの開催や、求人情報サイトの活用など、積極的

な広報を行う。 

・ 職員の採用にあたっては、採用形態の柔軟性を確保しつつ、職員全体の

年齢構成のバランスを考慮する。また、技術やノウハウの継承が円滑に進

められるように計画的に実施する。 

・ 業務量に応じた人員配置を行うことで、効率的な組織運営体制の整備を

進める。 

・ 働き方改革を推進するために、引き続きテレワーク環境等の整備や改善

等を進める。 

 

３ 効果的・効率的な業務運営 

(１) 業務の適切な見直し 

・ 所内事務等の電子化を進め、事務効率化に向けた課題の抽出・解決を図

る。 

・ 所内会議等を通じ、全所的な課題や各事業における課題等について認識

の共有を行い、事業課題の解決策検討と合わせ、業務の見直しを進める。

見直しの際には、必要に応じて業務の外部委託、外部人材の活用等につい

て検討を行う。 

(２) 情報化の推進 

・ ＫＩＳＴＥＣ運営のための基幹システム（人事給与、庶務、財務に係る

業務システム）について、適宜必要な改修を行い、事務処理の省力化・効

率化を図る。 

・ 所内におけるグループウェアや電子決裁システム等の主要な業務システ

ムの運用課題抽出や解決策を検討し、更なる業務のデジタル化・効率化を

図る。 

・ ＵＲＭを活用し、利用履歴や支援内容等のデータを一元的に管理・分析

することで、企業の利用状況や技術課題に応じた支援提案を行う。（再掲） 

・ 情報セキュリティや利便性に配慮し、無線ＬＡＮの構築を継続するとと

もに、適切なネットワーク運用を行うことで、Ｗｅｂ会議やリモートワー

ク、ペーパレス化の一層の推進と業務の効率化を図る。 

・ ネットワークやＩＴ機器を使用する業務の情報セキュリティ対策支援

（神奈川県警との連携を通じた、企業等に対する事業計画立案時からの対

策支援など）を実施する。 
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第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 収入の確保 

(１) 事業収入の確保 

・ 依頼者のニーズに適切に対応し、コスト意識を持った計画的な試験計測

機器の整備を進め、安定した収入の確保に取り組む。 

・ 依頼者の支援ニーズを反映させた試験項目の見直しを適宜実施する。 

・ 試験計測機器の整備のみならず、利用者のニーズに沿った試験計測等の

体制を改善するほか、技術支援業務管理システムから得られる情報を活用

してサービスの質の向上を図り、顧客満足度の向上と収益の向上を目指す。 

・ 近い将来の事業収入を見据えて、成長が見込まれる分野への機器整備・

拡充等に先行投資を行う。 

・ 人材育成事業における受講料収入の確保に向けて、受講者のニーズを踏

まえた研修・講座の見直しや新規講座の定着に取り組む。 

・ 社会ニーズに応え、中小企業支援を中心とした産業支援機能を強化する

ための４つの戦略（「研究力の向上」「分析・計測・標準機能の強化」

「ソリューション能力の拡充」「運営から経営に」）を効率的かつ効果的

に推進する経営資源の獲得と確保に取り組む。 

(２) 競争的資金の獲得 

・ ＫＩＳＴＥＣの研究レベルの向上や企業支援に結び付く提案公募型の競

争的資金に関する情報収集を行い、獲得を目指す。 

・ 提案公募型の競争的資金の獲得に向けて、企業や他機関との連携等を積

極的に進める。 

 

２ 財務運営の効率化 

・ 年度計画の円滑な実行や支援機能強化に資するため、経営判断により、

運営費及び事業費の予算を配分する。 

・ 事業収入等を財源とする法人共通管理費や積立金を財源不足が予想され

る経費に充てるほか、新たな経営資源を生むなどの支援機能強化を推進す

るための戦略的経営資源として活用する。 

・ ベンチャー支援に伴う出資は、関連法規等を遵守し、適切に実施する。 
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第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（人件費の見積りを含む。） 

別表１のとおり。 

 

２ 収支計画 

別表２のとおり。 

 

３ 資金計画 

別表３のとおり。 

 

 

第５ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

10 億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び予見できなかった不測の事態の発生等により、

緊急に支出をする必要が生じた際に借入れするため。 

 

 

第６ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

なし。 

 

 

第７ 第６に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする

ときは、その計画 

なし。 

 

 

第８ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合、研究開発、企業支援の充実強化、組織

運営の改善及び施設・機器の整備等、法人の円滑な業務運営に充当する。 
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第９ その他業務運営に関する重要事項の目標を達成するためとるべき措置 

１ 社会的責任 

(１) コンプライアンス 

・ コンプライアンスの推進及び徹底を図るため、コンプライアンス推進委

員会を４半期に１回開催するとともに、コンプライアンスに係る教育及び

啓発活動の年度計画を作成し、年度計画に基づいて研修及び啓発活動を効

果的に実施する。 

・ 不正通報窓口、ハラスメントに係る相談窓口において、職員等からの相

談に適切に対応する。 

・ 文部科学省をはじめとした国の競争的資金に係るガイドラインを遵守す

る。 

・ 企業等との利害関係の有無について役職員に対し申告を求め、利益相反

委員会で利益相反管理の必要性の有無等を審議し、必要な措置を講じるこ

とで、個人及び組織としての利益相反管理を適切に行う。 

・ 特に研究活動については、研究活動に関わる職員に対し、研究倫理講習

を実施し、その効果測定を実施する。 

・ 法規範、所内規範、倫理規範について内容の変更や廃止の有無、新たに

適用されうる規範について適宜調査するとともに、対応の要否を検討し、

必要な対応の実施とプロセスを記録する。 

(２) 情報管理、情報公開 

・ 県民や利用者の信頼を確保するため、公正で透明性の高い業務運営を行

い、適切な情報公開に努める。 

・ 全ての役職員等が、個人情報等の取扱いについての理解を深めるため、

教育研修を行うとともに、個人情報等の管理状況を検証するため、監査を

実施する。 

・ 公式ホームページにおいて、事業内容や運営状況を適切に公開できるよ

う、ウェブアクセシビリティ対応を踏まえ、画面構成、内容、表示形式等

について、適宜、顧客や閲覧者目線に立った見直し・更新を行う。 

・ 高度利用が進む所内情報システムのリスクを的確に評価し、共有手段や

情報管理手法の見直しを実施する。 

・ 保有する情報資産の部ごとの機密性、完全性、可用性の評価を明らかと

し、機密性、完全性、可用性のバランスを考慮した情報管理を実施する。 

(３) 環境保全 

・ 海老名市及び周辺地域と締結している環境安全協定に基づき、周辺環境

の保全を図るために、排水や排ガス中の有害物質等を測定する自己監視測

定を実施する。 

・ ＳＤＧｓの実現やカーボンニュートラルにつながる活動として、引き続

き業務のペーパレス化に取り組む等、省エネルギーや資源のリサイクル等
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に努める。 

(４) 安全衛生 

・ 安全衛生委員会を月１回開催し、職員の安全と健康の確保を図るととも

に、化学物質の管理状況の把握や労働環境等の継続的改善を実施すること

により、労働災害の防止と職員の健康増進に努める。 

・ 安全衛生委員会の意見等を踏まえ、所内環境改善に向けた整備を実施す

る。 

・ 「心の健康づくり計画」に基づき、職員の心の健康づくり、活気のある

職場づくりに取り組む。 

 

２ 施設等の有効活用 

(１) 施設の長寿命化 

・ 「神奈川県立産業技術総合研究所修繕実施計画」に従って、施設の老朽

化に対応するとともに、施設や設備の状況に応じた長寿命化を推進する。 

・ 建物施設の劣化診断による調査結果報告書をもとに次期中期修繕実施計

画を策定する。 

・ 不具合や改善提案箇所を幅広く収集し、照明のＬＥＤ化等必要な修繕や

施設内の改善を立案・実施する。 

・ 施設を活用し、近隣小学校との交流行事や学習の場所の提供等地域共

生・貢献を推進する。 

(２) 機器整備によるサービスの向上 

・ 補助金などを活用し、中小企業のニーズや費用対効果の高い機器を優先

的に導入する。また、県の政策課題に対応するために必要な機器を整備す

る。 

・ 機器整備計画に基づき、老朽化した設備機器の更新・廃棄を検討・実施

し、適切な機器整備に努める。 

・ 信頼性の高い試験データを提供するため、機器の精度を維持する保守・

校正点検を確実に実施する。 

・ 機器整備に必要な費用を積算し、計画的に試験研究環境の整備を実施す

る。 

 

３ 広報の強化 

・ 施設・機器紹介や成果発表、各種イベント、フォーラム・セミナー等に

ついて、Ｗｅｂ媒体を活用した広報を行う。また、複数の広報ツールを用

いて多角的な情報発信を行うことで広報活動によるＷｅｂでの集客を向上

させる。 

・ 公式ホームページの運用および改善（ウェブアクセシビリティ対応、閲

覧数増加）を行うほか、施設公開、Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｈｕｂ（研究
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成果交流発表会）、技術交流フォーラムの実施、展示会への出展、ＳＮＳ

（ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｘ）の運用、メールマガジンの運用、外部広告媒体へ

の出稿により、ＫＩＳＴＥＣの認知度の向上に努める。 

・ 令和７年度に運用を開始したＸのＫＩＳＴＥＣ公式アカウントの運用を

継続し、潜在的な利用者層向けに事業の周知や集客活動を行い、効果測定

を行う。 

・ 前年度に引き続き、全所的な広報活動を効果的・効率的に実現するため、

メールマガジン配信用システムの見直しを検討する。 

・ ＫＩＳＴＥＣの認知度向上のため、公式ホームページの閲覧数増加に取

り組む。また、各サービス紹介へのアクセスを促す記事の公開を検討する。 
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第 10 その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

・ 法人運営や高度な技術支援の継続等を可能とするため、将来の担い手で

ある若手職員の確保に向けて計画的な採用活動を行う。 

・ 研修内容を随時見直し、より効果的な職員人材育成に取り組む。 

 

２ 県からの長期借入金の限度額  

県からの長期借入が必要となるような事業は、第２期中期目標期間において

は想定していないため、長期借入金の限度額の設定は行わない。 

 

３ 積立金の処分に関する計画 

前期中期目標期間繰越積立金については、研究開発、企業支援の充実強化、

組織運営の改善及び施設・機器の整備、法人の円滑な業務運営に充当する。 
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別表１  
令和８年度 予算 

（単位：百万円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）百万円未満を切り捨てしているため、端数が合わないことがある。 
［人件費の見積り］ 
総額、2,103百万円支出する。（退職手当を含む。） 
※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 

区分 金額 
内訳 

研究開発 技術支援 事業化支援 人材育成 連携交流 法人共通 

収入 

 運営費交付金 

 自己収入 

   事業収入 

外部資金研究費等 

財産運用収入 

その他 

 積立金取崩 

計 

 

3,412 

1,417 

461 

865 

87 

4 

0 

4,830 

 

582 

735 

0 

646 

87 

2 

0 

1,317 

 

1,236 

533 

433 

99 

0 

0 

0 

1,769 

 

300 

103 

5 

97 

0 

0 

0 

403 

 

133 

28 

22 

6 

0 

0 

0 

161 

 

10 

15 

0 

15 

0 

0 

0 

25 

 

1,149 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

1,151 

支出 

業務費 

技術研究経費 

人件費 

外部資金研究経費等 

一般管理費 

人件費 

維持運営費 

施設整備費 

計 

 

3,598 

1,314 

1,436 

847 

926 

667 

258 

305 

4,830 

 

1,318 

353 

327 

636 

0 

0 

0 

0 

1,318 

 

1,674 

749 

825 

99 

0 

0 

0 

0 

1,674 

 

421 

149 

182 

89 

0 

0 

0 

0 

421 

 

157 

50 

100 

6 

0 

0 

0 

0 

157 

 

27 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

27 

 

0 

0 

0 

0 

926 

667 

258 

305 

1,231 



 

19/20 

 

別表２  
令和８年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 
費用の部 

経常費用 
業務費 

技術研究経費 
人件費 
外部資金研究経費等 

一般管理費 
人件費 
維持運営費 

減価償却費 
 
収入の部 
経常収益 

運営費交付金収益 
事業収益 
受託研究等収益 
補助金等収益 
財産運用収益 
その他収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返補助金等戻入 
資産見返物品受贈額戻入 

純利益 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
目的積立金取崩額 
総利益 

 
4,642 

3,241 

1,125 

1,436 

679 

926 

667 

258 

474 

 

 

4,706 

3,047 

461 

740 

124 

87 

4 

177 

46 

16 

63 

0 

0 

63 
 

（注）百万円未満を切り捨てしているため、端数が合わないことがある。 
※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 
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別表３  
令和８年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区分 金額 
資金支出 

業務活動による支出 
技術研究経費による支出 
人件費による支出 
外部資金研究経費等による支出 
一般管理費による支出 

人件費による支出 
維持運営費による支出 

設備整備費による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 

業務活動による収入 
運営費交付金による収入 
事業収入 
外部資金研究費等による収入 
財産運用による収入 
その他収入 

投資活動による収入 
財務活動による収入 
前期中期目標期間よりの繰越金 

4,830 

4,168 

1,125 

1,436 

679 

926 

667 

258 

0 

662 

0 

0 

 

4,830 

4,830 

3,412 

461 

865 

87 

4 

0 

0 

0 
 

（注）百万円未満を切り捨てしているため、端数が合わないことがある。 
※金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。 


